
増築等に伴う既存不適格建築物の構造審査の取扱い判定フロー 　　　　2011.1.5　改定　(豊田市)
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財団法人　愛知県建築住宅センター 3,000㎡まで30万から35万円程度

社団法人　建築・設備維持保持推進協議会（BELCA）

日本ERI株式会社

株式会社確認サービス

特定非営利活動法人（NPO法人）コンクリート技術支援機構（ASCoT）

増　築　可

　①耐震診断で安全な構造であることを確認する
　　　　　　又は
　②S56年6月以降の建築基準法等への適合を確認
　　　（耐震診断同等）
　※構造審査担当と要協議 NO 耐震改修を行い安全な構造とする

増築不可

EXP.J等で接続し既設に影響を与えない接続方法
地震に対して全体を現行基準による
許容応力度等計算で安全を確認する
　※構造審査担当と要協議

耐震改修促進法に基づく特定建築物 YES 第三者機関に設置された耐震診断・
改修評定を取得したもの（※1）
※構造審査担当と要協議

【告示H17-566 第１ハ】
【技術的助言H21.9.1 国住指第2072号】

壁量・仕様規定満足
令第42条　土台・基礎
令第43条　柱の小径
令第46条　筋交い・軸組み等

・建築設備は令第129条の2の4各項、
　第129条の2の5第1項第2号第3号に適合

・屋根ふき材等は昭和46年告示第109号に適合 かつ　※２ に適合

　　　　　　　　【告示H17-566 第１】

・耐久性等関係規定に適合
・地震以外の荷重条件下で許容応力度計算に
　よって安全を確認する（木造４号は壁量計算）

法第20条第四号に掲げる建築物
・令第3章の構造強度の規定に適合
 （筋かい金物、柱の引抜金物等が必要）
・告示第566号第2に定める基礎の補強
　に関する基準に適合判　断

増築または改築に係る部分が基準時の
延べ面積の1/20以下かつ50㎡以下

既設の危険性が増大しない

増築または改築に係る部分が基準時の
延べ面積の1/2以下

すべて現行基準に適合させる

増 築 の 判 定

増築部は現行基準に適合
既存部は違反建築ではない

敷地内の別棟新築になる
（確認申請書4面の工事種別が新築）

既設の建築年が平成19年6月20日以降


